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北海道・三陸沖後発地震注意情報の防災対応力向上に向けた取組について

○ 第１回大規模地震防災対策推進検討会（令和７年７月24日）

・令和６年８月の「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」発表に伴い、臨時情報の認知度は上がったものの、

「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の認知度は依然として低い。

・「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の名称について、認知度が向上した「南海トラフ地震臨時情

報」に近づけることも含め、検討する。

・後発地震注意情報の周知・広報を担う地方公共団体へ状況等の調査を実施していた（10月）ところ、12月に後

発地震注意情報が発表されたことを受け、改めて今般の防災対応について地方公共団体や事業者、住

民へ調査を実施。

・認知度向上だけでなく、後発地震注意情報の防災対応力向上に関する方策を検討。

期間： 2026年１月～２月

対象： ・北海道・三陸沖後発地震注意情報が発表された際に防災対応の呼びかけの対象となる地域の

自治体（1道6県182市町村）（北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県）

・上記地域に係る事業を実施している指定公共機関等の事業者（101社）※

・上記地域に係る住民（3,500人）

回収率
96%

181/189

経緯

前回からの進展

※141社から回答をいただき、このうち、「自社の事業地域等が後発地震注意情報の対象地域に含まれる」と回答した社。
指定公共機関以外では、鉄道、バス、船舶、航空、運輸、観光業者等にご回答いただいた。

回収率
97%

185/189
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調査結果１．「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の名称について

・約9割の自治体が「現在の名称のままで良い」と回答（昨年10月の調査においても、約７割が名称変更の必要はないと回答）

※現在の名称のままで良いとする理由は様々だが、「名称変更により内容が変わったと誤解される」「これまでの周知広報が

無駄になってしまう」旨が多かった

・情報発表に伴い認知度は向上（自治体・事業者は発災前でもある程度高い状態）

→現時点で名称変更を望む声は多くなく、当面は現在の名称を維持するものの、今後も自治体等と連携して認

知度が低下しないよう後発地震注意情報の内容等を含む広報を続けるとともに、名称を含めたわかりやすい

伝え方について不断の検討を行っていく。

Q. 名称変更に対する道県・市町村の意見（n=189）

Q. 住民の認知度（n=3,500）

現在のままでよい
89%

名称を変更
して欲しい

※道県別の市町村回答数

北海道 (63)

青森県 (28)

岩手県 (23)

宮城県 (35)

福島県 (10)

茨城県 (9)

千葉県 (14)

参考：道県

（7）

道県では、北海道・宮城県が
名称変更を要望

情報の概要は知っていたが、対象地
域である認識でなかった（１%）

情報の概要・対象地域であることを認識していた
（98%）

Q. 発災前の自治体の認知度

Q. 認知度（情報発表前に、認識していたか？）

情報の概要・対象
であることを認識

97%

情報の概要は知っていたが、対象地域
である認識でなかった

知らな
かった

48%

23%

27%

※事業者（n=101）

2%１%

※自治体（n=189）

※道県別の回答数
（地域差は見られなかった）

北海道 (62)

青森県 (28)

岩手県 (22)

宮城県 (36)

福島県 (9)

茨城県 (9)

千葉県 (15)

名称変更して欲しい
・「南海トラフ地震臨時情報」と

類似の名称としたほうが、周

知広報しやすいため

・より短い名称や平易で親しみや

すい名称のほうが住民の理解

が進むため

・「日本海溝・千島海溝周辺海溝

型地震」と結びつかないため

理由（複数選択＋記述）

現在のままで良い
・名称変更により内容が変わった

と誤解されるため

・これまでの周知広報が無駄にな

るため

・現在の名称が情報の意味をよく

表していると考えるため

・今後の広報を進めるうえで、

名称を変える根拠に乏しく、

住民に混乱を与えるため

Q. 住民の認知度（n=3,085）

Q. 住民の認知度（n=3,085）

2

8.1％

68.8％

68.8％ 9.7％ 13.5％

０％ 2０％ 4０％ 6０％ 80％ 100％

見聞きしたことがある

77%

見聞きした
ことがない

※2026年2月時点での結果

無回答 2%

23%

11%
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調査結果2-1．自治体の防災対応（１）呼びかけについて

・ほとんどの自治体は、後発地震注意情報に伴う呼び掛けは円滑に行うことができたと回答

・多くの自治体で複数の方法を利用して呼び掛けを実施したと思われる

・少なくとも４割の自治体が情報発表前から対応を開始

→ 現在のガイドラインにおいて後発地震注意情報の発表は、準備ができ次第、情報発表と記者会見を同時に

実施しているが、情報発表を先行することで、自治体のスムーズな対応を支援することが可能と思われる

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q. 防災対応（検討含む）を始めたタイミング（n=189）

先発地震直後
25%

情報発表
直後
20%

数時間後
18%

発表の検討に
関する報道後

先発地震
の対応後

17%

その他
3%

Q. 呼びかけの方法（n=189）※複数選択、回答を抜粋

Q. 円滑な呼び掛けができたかどうか（n=189）

取るべき防災対応について理解しており、
概ね円滑に行うことができた 86%

防災対応について理解していたが、
想定通りの対応ができなかった

防災対応について理解が進んでおらず、
円滑な対応はできなかった

0% 20% 40% 60% 80% 100%

防災行政無線 55%

HP掲載 82%

メール（エリアメール含む） 39%

SNS 71%

その他（CCTV、ラジオ、Lアラート、特別な呼び掛けはしていない等）28%

Q. 呼びかけで工夫した事例 ※記述回答

・住民に分かりやすい言葉で呼び掛け

・動画による情報発信

・多言語での呼び掛け

・アプリを通じての呼び掛け

・時間帯や頻度に留意した呼びかけ

（１日に複数回呼びかけた、不安感を与えない

ようにサイレンではなくチャイムにした等）

・寒さ対策を準備するよう呼び掛け

その他・
無回答
2%

6% 7% 16%
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調査結果2-1．自治体の防災対応（２）実際の防災対応

・自治体の対応としては、連絡体制の確保に加え、備蓄の確認、避難経路の確認などの対応が多かった。

・良かった点として、事前に対応を把握していたこと、マスメディアの報道が役に立った旨が多かった。

・一方で、南海トラフ地震臨時情報（令和6年8月）発表時に比べると、全体として、割合は若干低い。

Q. 実施した防災対応 ※複数回答

職員等連絡体制の確保

宿日直体制の強化

避難所開設手順の確認

備蓄の確認

学校・福祉施設の対応

ライフラインの点検

要配慮者向けや一時滞在者向け周知

問い合わせ窓口の開設

自治体を超えた情報連携

今回のアンケート（n=189）
R6南海トラフ地震臨時情報アンケート（n=600）

％ ％

4% ※南トラでは質問せず

9% ※南トラでは質問せず

7%
18%

3%
10%

10%
8%

51%
62%

37%
47%

14%
40%

72%
81%

Q. 対応を総括して、良かった点（n=189） ※複数回答

事前に対応を把握していたため、大きな混乱なく対応できた 56%

国による広報ツールが役に立った 17%

マスメディアが積極的に報道したことが役に立った 40%

SNSを活用した情報発信が役に立った 20%

東日本大震災の教訓が役に立った 1%

その他 2%

％

0％ 20%        40％       60％ 80%

26%

無回答 ６%

Q.防災対応事例 ※記述式回答

・近隣自治体との協力・情報交換

・庁舎の目立つ場所へポスター掲示

・公用車を避難所へ配置

・避難路における除雪状況の確認

・寒さ対策のある指定避難所の確認
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

調査結果2-1．自治体の防災対応（３）実際の防災対応

・「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」第４条及び第５条に

基づいて防災対策推進計画（以下、「推進計画」という。）を定めている自治体は、調査対象のうち７割程

度で、南海トラフ地震臨時情報の呼び掛け対象地域における策定率と比べて低い。

・推進計画を策定していても、３割程度の自治体は後発地震注意情報に関する記述を含められていない。

・呼び掛けに関する質問の回答を、計画あり（後発地震注意情報に関する内容を改訂済み）、計画なしで比較

すると、若干ではあるが、前者のほうが円滑に実施できると回答した割合が高い。

→ 事前の備え（防災計画の作成・改訂含む）の推進が必要

Q. 市町村における推進計画の策定状況（n=182）

策定済（後発地震注意情報に関する計画改訂は未実施）

12%策定済（後発地震注意情報に関
する計画改訂も実施） 62％

未策定
26%

※2025年10月調査（7月時点）、呼び掛け対象地域内の市町村のみを対象

Q. 円滑な呼び掛けができたかどうか（計画の有無で比較）

取るべき防災対応について理解しており、

概ね円滑に行うことができた 89%

防災対応について理解していたが、
想定通りの対応ができなかった

防災対応について理解が進んでおらず、
円滑な対応はできなかった

79% 13%
4%未策定

（n=47）

計画策定済
（改訂実施）
（n=113）

Q. 推進計画への記載状況（n=135）

記載済み 記載していない
記載していないが次の改訂で記載予定

0% 20% 40% 60% 80% 100%

内部の情報伝達経路・方法

関係機関との連絡経路・方法

災害に関する会議の設置計画

住民への情報提供

防災対応内容の明記

防災対応内容の住民への呼びかけ

日頃からの備えと点検

※「計画策定済」と回答した市町村対象、2025年10月調査（7月時点）

64%

67%

67%

64%

64%

66%

67%

15%

13%

13%

16%

14%

13%

13%

21%

20%

19%

17%

21%

21%

20%

※市町村のみ

その他・
無回答

1%

4%

6%
4%

0％ 20%       40％       60％ 80%      100%

※上記選択肢は、推進計画へ盛り込むよう、基本計画で定めている項目の一部0％ 20%         40％         60％ 80%         100% 5



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q. 推進計画への記載状況

調査結果2-2．事業者の防災対応（１）

・指定公共機関については約９割が円滑な防災対応ができたと回答した一方で、指定公共機関以外では約６

割に留まった

・指定公共機関においては推進計画、その他の関係事業者に関しては対策計画を作成するよう求められてお

り、引き続き、計画策定や後発地震注意情報に関する対応を記載する等により事前の備えを進めることが

重要

0% 20% 40% 60% 80% 100%

概ね円滑に行うことができた
93%

その他
4%

円滑な対応は
できなかった

4%

Q. 円滑な対応ができたか

Q. 円滑な対応ができたか（指定公以外 n=74）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

58% 31%

防災対応を理解していたが、
想定通りの円滑な対応はで
きなかった 4%

※今回協力いただいた事業者は、旅行事業者、交通インフ
ラ関係などで、法律では

推進計画を定めており、
後発地震注意情報対応を
記載している 68%

推進計画を定めているが、
後発地震注意情報対応は
記載していない

推進計画を
定めてない

指定公共
機関以外

（n=73）

※ 全ての業種の事業者へ調査を実施していないため、全体を表
す数値としては正確では無いことに留意。

※ 指定公共機関以外の場合、推進計画を対策計画と読み替えて
質問している。

指定公共
機関

（n=28）

指定公共
機関以外

（n=73）

指定公共
機関

（n=28） 21% 11%

Q. 防災計画の作成状況

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

15% 19%
無回答
14%36%16%

対策計画を定めてないが、別途後発地震注意
情報に関するマニュアル等を準備
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調査結果2-2．事業者の防災対応（２）

・多くの事業者が職員連絡体制の確保を実施。

・自社業務への影響に関して、影響があった旨を回答した事業者は少なかった

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Q. 実施した防災対応（n=101）
（指定公＋指定公以外 複数選択）

職員等連絡体制の確保 64%

備蓄の確認・補充 28%

施設の点検 44%

利用客等の避難誘導手順の確認 24%

その他 14%

Q.防災対応事例※記述式回答

・デジタルサイネージ等を使って利用客へ周知

・作業員の安全を優先しながら施設点検の対応を実施

・津波警報等に対する対応基準に基づき行動

※上記のほか、避難誘導経路の確認、アプリを通じた

外国人向け呼び掛け等の事例あり

Q. 自社の業務への影響 ※記述式回答を類型化

・利用のキャンセル（2社）

・一部路線の運行中止（2社）

防災対応（その他）の例
応援派遣を検討するための情報収集、安全管理等に関する周知、
納入遅延有無等の確認、影響地域にいる顧客数の把握
事業用車の燃料を満タンにし、万が一に備え
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調査結果2-3.住民の認識・防災対応（１）

・見聞きした人は８割程度と、多くの人が情報に触れた一方、今回の情報により新たに知識をつけた人は全

体の23%（77%×30% ）

・北海道・三陸沖後発地震注意情報の発表についての受け止めについては、「戸惑いはなかった」とする回

答が約４割。

・引き続き、後発地震注意情報に関する防災対応を普及啓発することで、情報発表時に戸惑うことなく適切

な防災対応をとれるような社会を作ることが重要

Q. 情報発表前から防災対応の内容を知っていたか （n=2,699）

※認知度に関する質問で「見聞きしたことがある」と回答した住民が対象

8.1％68.8％ 9.7％ 13.5％

０％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

知らなかった

17％

情報発表前から知っていた

53％

今回の情報発表

で初めて知った

30％

０％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

Q. 住民の認知度（n=3,500）※再掲

見聞きした
ことがある

77%

見聞きした
ことがない

23%

Q.北海道・三陸沖後発地震注意情報発表の受け止め（n=3,500）

戸惑いはなかった

43％

戸惑った

25％

０％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

特に何も思
わなかった

20%

発表されたこと
を知らなかった

12％
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調査結果2-3.住民の認識・防災対応（２）

・「日頃からの備えがあるため、何もしていない」が２割程度、「何もしていない」が４割程度（残りの4割

程度が何らかの行動を実施したと推測される）

・「特別な備え」（すぐに逃げられる態勢の維持等）をとった住民は最大で1割程度

・「日頃からの備えの再確認」（備蓄の確認等）をとった住民は最大で２割程度

→ 住民の対応は様々であるが、具体的な防災対応まで、浸透できていないことが課題

Q.北海道・三陸沖後発地震注意情報に伴う特別な注意の呼びかけに対する対応状況（n=3,500）※複数回答可

調査企画アンケート
結果に差し替え予定

全体
実数 ％

3,500 100.0

津波のハザードマップを確認した

住まいでの津波の指定緊急避難場所や指定避難所、避難経路などを確認した

移動先（住まい以外）での津波の指定緊急避難場所や指定避難所、避難経路などを確認した

津波が襲来した時等の避難方法や決まりごとを家族と話し合った

食料や飲料水を備蓄した（元々備蓄していた食料や飲料水の確認含む）

非常持ち出し袋を用意した（元々用意していた非常持ち出し袋の確認含む）

枕元に防災グッズを置くなど、すぐに逃げられる態勢をとっていた

家具の転倒防止対策を実施した（元々実施していた家具の転落防止対策の確認含む）

自治体が開設した避難所や津波のリスクが低いエリアに避難した

津波のリスクを考え、旅行など外出を中止・延期した

その他

日頃から備えがあるため、特に何もしていない

日頃の備えはないが、特に何もしていない

特別な注意の呼びかけに応じて取った対応 回答数

0 10 20 30 40

非常用持ち出し袋を準備・確認 14%

枕元に防災グッズを置くなど、すぐに逃げられる態勢をとった 8%

食料・水を備蓄・確認 24%

津波ハザードマップを確認 18%

住まいの指定緊急場避難所、避難経路を確認 13%

移動先の指定緊急避難場所や避難経路を確認 7%

家具の転倒防止対策を実施・確認 9%

避難方法や決まり事を家族で話し合った 8%

避難所や津波リスクの低いエリアに避難 2%

旅行など外出を中止・延期 3%

その他 1%

日頃からの備えがあるため、特に何もしていない 22%

日頃の備えはないが、特に何もしていない 35%

％ 9
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調査結果３．国の対応と、自治体から国に求める取組（１）国の取組

・約６割が、「マスメディアを利用した周知・啓発活動を求める」旨を回答

・次いで「より分かりやすい資料の提供」で、マスメディアの多さに比べ、SNSの回答が少なかった

・「名称変更」を最も求める取組とした自治体は１％程度

・広報ツールとしては、ショート動画と地域別広報素材の作成について要望が多かった

-learningなど、腰を据え

情報発表に伴う対応

12月８日(月) 23:15 青森県東方沖の地震 発生
12月９日(火) 02:00 北海道・三陸沖後発地震注意情報 発表

      内閣府・気象庁合同記者会見
    03:00 関係省庁災害対策会議

12月16日(火) 00:00 特別な注意の呼び掛け期間 終了
    08:40 防災担当大臣 記者会見
    10:30 内閣府・気象庁合同記者会見

〇 呼び掛けのポイント
・家具の固定など「日頃からの地震への備えの再確認」
・すぐに逃げられる態勢を維持する等の「特別な備え」
を実施した上で、社会経済活動を継続。

内閣府・気象庁合同会見（12月９日）

すぐに逃げられる
態勢の維持

非常持出品の
常時携帯

「特別な備え」の例内閣府・気象庁合同会見（12月16日）

平時における広報
チラシ、動画、SNS(X)への投稿、講演（自治体向け・住民向け）
※そのほか、報道機関の勉強会等に参加

呼び掛け期間中、情報発表に伴う報道が多くあった
ほか、内閣府防災のSNSでも投稿を実施

チラシ、ポスター リーフレット SNS（X）

動画
10



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

調査結果３．国の対応と、自治体から国に求める取組（２）

テレビや新聞等のマスメディアと
連携した周知・啓発 62%

より分かりやすい周知・
啓発資料の提供 25%

情報名称の変更
１%

地方公共団体等の地元の機関と連携し
た周知・啓発（講演会等） ３%

その他
2%

SNSを活用した広報

・情報発表期間中、自治体が円滑な情報発信を

行うため、様々なツールが使用されたが、記

者会見資料やHPの充実が重要

・国に最も求める取組として、約６割が「マス

メディアを利用した周知・啓発活動を求め

る」旨、次いで「より分かりやすい資料の提

供」と回答

・国に最も求める広報ツールとしては、ショー

ト動画と地域別広報素材の作成について要望

が多かった

Q. 国に最も求める取組（n=189）

Q. 今後、国に最も求める広報ツール（n=189）

ショート動画など、気軽に情報を
知ることができる素材 41%

-learningなど、腰を据え

北海道、東北、関東といった、
地方別の広報素材 38%

e-learningなど、腰を据えて
勉強ができる素材 １%

その他
２%

特になし
19%

Q. 今般の対応で役に立った国のツール（n=189）※複数回答

チラシ、ポスター

リーフレット

動画

マンガ

防災対応ガイドライン

内閣府・気象庁合同記者会見資料

内閣府、気象庁のHP（上記以外）

内閣府、気象庁のSNS

特にない

自治体から
の要望

48%

26%

3%

5%

7%

49%

43%

4%

8%

7%
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〇 認知度の低下を防ぐため、地域別の広

報資料を作成する等、自治体等が行う広

報を支援する。また、効果的な広報につ

いて、自治体や報道機関等と意見交換を

行うなど、連携を強化する。

○ 「北海道・三陸沖後発地震注意情報」と

いう名称については、その意味も含めて

丁寧な広報を続けるとともに、不断の見

直しを行っていく。

〇 自治体や事業者においては、情報発

表に伴う呼び掛けだけでなく、状況に応

じた防災行動ができるよう、防災計画へ

の記載や実施を促す。

〇 国においては、防災対応ガイドラインの

改訂や、好事例を収集し、関係機関で

共有するなど、各主体の活動を支援す

る。

○ 令和４年12月に北海道・三陸沖後発地震注意情報（以下、「後発地震注意情報」という。）の運用を開始。

○ 令和６年８月の南海トラフ地震臨時情報発表により、南海トラフ地震臨時情報の認知度は飛躍的に向上したが、後発地震注意情報は認知度向上が

課題であった。しかし、令和７年12月に後発地震注意情報が初めて発表。情報の受け止め方について住民、自治体、事業者に対してアンケートを

実施する等、改めて調査。

○ 調査結果を踏まえて、後発地震注意情報の防災対応力向上策について検討。

北海道・三陸沖後発地震注意情報の防災対応力向上に向けて

背景

○ 自治体

・ 多くの自治体が呼びかけを円滑に実施。事前の情報把握やマスメディアによる報道の効果もあり、大きな混乱は見られなかったとする意見が大半。

（事業者に関しても、大きな影響があった旨を回答した事業者は少なかった）

・ 一方で、南海トラフ地震臨時情報発表時（令和６年８月）に比べると、自治体の防災対応はやや低調であり、「今回は問題が無かったから次回も同様

に 対応すればよい」と考えるのではなく、防災推進計画に示されるような事前の防災対応を着実に実施することが重要（今回の情報発表は「空振り」

ではなく将来の大規模地震発生に備えた「素振り」）。

・ 情報の名称を変更して欲しいと回答した自治体は全体の約１割。

・ 国への要望として、報道機関との連携や分かりやすい広報資料があり、また、具体的にはショート動画、地域別の広報資料の作成要望が多かった。

○ 住民

・ 今回の情報発表により、情報を見聞きした住民は増え、認知度は高まった。

・ 一方で、実際の防災対応に関しては濃淡があり、住民まで防災対応が浸透できていないことが課題。

調査結果

防災対応力向上方策

○ 住民にとっていただきたい防災対応のう

ち「日頃からの備え」により達成できるも

のについては、防災対応を日常生活に浸

透させるなどにより「日頃からの備え」が

当たり前になることを目指していく。

→ SNS等を使用した発信も強化。

〇 「日頃からの備え」を着実に実施していた

だくことで、情報発表時に呼び掛けられる

「特別な備え」との違いが明確化される。

方策①：住民による日頃からの備えの充実 方策②：自治体等による対策の推進 方策③：国による継続的な広報の改善

（上記の他、令和６年12月公表の「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)発表を受けての防災対応に関する検証と改善方策」にて掲げた周知・広報強化策も同様に実施。）

方策①～③を含め、今回の対応で得られた知見を「北海道・三陸沖
後発地震注意情報防災対応ガイドライン」に反映

○ 国は、住民等が我が事としてイメージし
やすいよう、既存の広報資料に加え、よ
り分かりやすい資料（Ｐ）を作成・共有。ま
た、住民一人一人がSNS等により直接ア
クセスしやすい形態とする。

○ 国は、地方公共団体が住民等に説明を
しやすいよう、後発地震注意情報に関す
る資料を公開する（Ｐ）。

○ 地方公共団体は、国が作成した資料も
活用・参考にしつつ、地域の実情に適し
た効果的な広報活動を実施。

国は、地方公共団体が住民等に説明をしやす
いよう、後発地震注意情報に関する資料を公
開する（Ｐ）。

○ 地方公共団体は、国が作成した資料も活用・
参考にしつつ、地域の実情に適した効果的な
広報活動を実施。

○ 国は、北海道三陸情報の認知度を適時
にモニタリングし、広報活動の効果を継
続的に評価。

○ 国は、「北海道・三陸沖後発地震注意情
報」という名称について、その意味も含め
て丁寧な広報を行うとともに、認知度向
上のためにより効果的な名称の可能性
について、引き続き検討。

○ 国と地方公共団体等が連携して、地域ブ
ロック会議等において、広報活動の現場
における課題等を共有し、更なる広報の
改善にフィードバック。

現時点で名称変更を望
む声は多くなく、当面
は現在の名称を維持す
るものの、今後も認知
度が低下しないよう後
発地震注意情報の内容
等を含む広報を続ける
とともに、不断の見直
しを行っていく。

国民アンケートの結果次第

○今回の調査結果や、防災対応における好
事例を関係機関で共有するなど、正常性
バイアスにとらわれず、事前防災の強化
を推進（今回の情報発表は「空振り」では
なく将来の大規模地震発生に備えた「素
振り」）

○ 国は、「北海道・三陸沖後発地震注意情
報」という名称について、その意味も含め
て丁寧な広報を行うとともに、認知度向
上のためにより効果的な名称の可能性
について、引き続き検討。

○ 認知度の低下（風化）を防ぐため、国は、
情報発表に至らずとも、根室沖や三陸沖
など想定震源域周辺において特筆すべ
き地震活動があった場合には、後発地震
注意情報の発表基準や北海道から千葉
県まで広範囲で備えが必要であること等
を明示的に説明する等、機会を捉えて後
発地震注意情報の広報を実施。さらに、
報道機関に対しても呼びかけを実施。

〇 自治体や事業者においては、事前防災
の推進を促し、情報発表に伴う防災行動
を

12



⚫ 国民による早期避難や備蓄、家具の固定等は、直接的に被害を減らすものであ
り、それを促す普及啓発は他の減災対策と並ぶ重要な取組である。
① 民間企業が国民の防災対応を促す取組やフェーズフリー等の

防災商品の普及促進

② 災害への備えが当たり前になる機運を醸成する

⚫ 民間企業・行政などあらゆる主体がそれぞれ防災に関する情報を発信する際に
「#防災を日常に」のハッシュタグをつけて投稿する取組を実施

▲サントリー：ちょ備蓄
（出典：https://www.suntory.co.jp/water/tennensui/chobichiku/）

▲森永製菓：キョロちゃんの防災の心得
（出典：https://www.morinaga.co.jp/bousai/）

＜民間企業による国民の防災対応を促す取組の例＞

（参考）「＃防災を日常に」プロジェクト

13



以降は参考資料
（資料に掲載していない質問の結果等）



（参考）自治体向け調査結果 その他の設問

Q. 災害対策本部等の設置（n=187）

0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q. 内閣府・気象庁共同記者会見資料への意見
（n=187）※複数選択

意見あり
44%

意見なし
56%

先発地震に伴い設置
42%

設置なし
51%７%

後発地震注意情報の
発表に伴い設置

（n=83）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

「防災対応を呼び掛ける地域」の説明を充実して欲しい 51%

「地震発生可能性」の説明を充実して欲しい 47%

「とるべき防災対応」の説明を充実して欲しい 82%

その他 ６%

・災害対応を実施するための体制（災害対策本部等）を設置した自治体は全体の約半数

・内閣府・気象庁共同記者会見資料に関しては、4割程度の自治体から充実して欲しい旨の要望があった。
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（参考）自治体向け調査結果 実際の防災対応 道県別

・実施した防災対応（p５）に関して、回答の多かった防災対応に関して、道県ごとの比較を行ったところ、

「連絡体制の確保」に関しては差は無かった

・一方で、「備蓄の確認」や「避難所開設手順の確認」に関しては、先発地震で揺れの大きかった青森県、岩

手県、北海道で高く、宮城県・福島県で低く、茨城県や千葉県では高くなった。

Q. 実施した防災対応 ※複数回答 ※市町村のみ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

北海道 (62)

青森県 (27)

岩手県 (23)

宮城県 (35)

福島県 (10)

茨城県 (9)

千葉県 (14)

Q. 職員等連絡体制の確保

Q. 備蓄の確認

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Q. 避難所開設手順の確認

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

北海道 (62)

青森県 (27)

岩手県 (23)

宮城県 (35)

福島県 (10)

茨城県 (9)

千葉県 (14)

北海道 (62)

青森県 (27)

岩手県 (23)

宮城県 (35)

福島県 (10)

茨城県 (9)

千葉県 (14)
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（参考）事業者向け調査結果 その他の設問

Q. 防災推進計画、対策計画※1等への記載状況（n=42）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

情報が発表された際の、情報の受信経路・方法 62%

情報を受信した後の、組織内への情報伝達経路・方法 71%

状況に応じて、災害に関する会議等を設置する旨 55%

先発地震から１週間、後発地震に対して注意する措置を講ずる旨 43%

日頃からの地震への備えを再確認する旨 60%

施設・設備等の点検等により円滑な避難を確保するよう備える旨 57%

職員等に対して、後発地震注意情報に関する講習会等への参加を促す旨 19%

顧客等に対して、後発地震注意情報を含む、地震・津波に関する知識を広報する旨 17%

計画に関する質問（p7）に関して「推進（対策）計画を定めており、後発地震
注意情報対応を記載している」または「対策計画を定めてないが、別途後発地
震注意情報に関するマニュアル等を準備」と回答した事業者を対象

※１ 指定公共機関は推進計画、指定公
共機関以外の関係事業者は対策計
画を策定するよう、基本計画で定
められている。

※２ 左記選択肢は、推進計画または対
策計画へ盛り込むよう、基本計画
や防災規程作成の手引で定めてい
る項目の一部。

・後発地震注意情報に関する事業者の対策計画等への記載状況について、情報の受信経路や組織内の伝達経路、

日頃からの備えを再確認する旨に関する記載が多かった。
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（参考）住民向け調査結果 道県別

・北方ほど「見聞きしたことがある」の回答が多くなる傾向が見られた。

・このうち、情報発表以前より知っていた住民は４～６割と差があったが「今回の情報発表で初めて知った」

住民と合わせると８割程度となり、自治体間の差は縮まった。

※その他の住民向け調査結果については、別途HPにて結果を公表

0% 20% 40% 60% 80% 100%

北海道（n=537）

青森県（n=503）

岩手県（n=502）

宮城県（n=500）

福島県（n=500）

茨城県（n=500）

千葉県（n=458）

87%

見聞きしたことがある
見聞きしたことがない

Q. 住民の認知度 ※道県別、2026年2月時点

87%

       83%

        85%

     79%

   74%

67%

65%

13%

      17%

      15%

     21%

   26%

 33%

35%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回の情報発表以前から知っていた
今回の情報発表で初めて知った
知らなかった

Q. 情報発表前から防災対応の内容を知っていたか 
※認知度に関する質問で「見聞きしたことがある」と回答した住民が対象

北海道（n=465）

青森県（n=415）

岩手県（n=425）

宮城県（n=396）

福島県（n=368）

茨城県（n=334）

千葉県（n=296）

58%

      54%

        60%

   49%

     52%

   50%

41%

25%

           34%

            25%

       35%

       30%

       31%

32%

17%

     13%

    14%

    15%

   19%

   19%

27%
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